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臨時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお喜び申しあげます。
さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、
ご出席くださいますようご通知申しあげます。
なお、当日ご出席おさしつかえの節は、お手数ながら後記の

「株主総会参考書類」をご検討くださいまして、同封の議決権
行使書用紙に賛否をご表示のうえ、折り返しお送りくださいま
すようお願い申しあげます。

敬 具

記

１．日 時 平成１９年８月２１日（火曜日）午前１０時
２．場 所 埼玉県上尾市大字壱丁目１番地

日産ディーゼル工業株式会社 本社会議室
３．会議の目的事項
決 議 事 項
第１号議案 定款一部変更の件
第２号議案 全部取得条項付株式の取得に関する決定の件
なお、第１号議案につきましては、普通株主にかかる種
類株主総会を兼ねております。

４．招集にあたっての決定事項
他の株主を代理人として定め議決権を行使される場合は、
かかる代理人から当社に対し委任状を提出していただき
ます。なお、代理人は１名とさせていただきます。

以 上
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１�議案の内容等につきましては、後記の「株主総会参考
書類」をご参照ください。

２�「株主総会参考書類」に修正が生じた場合は、インター
ネット上の当社ウェブサイト（http://www.nissandiesel.
co.jp/IR/index.html）に掲載させていただきます。

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会
場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。

平成１９年８月６日
株 主 各 位

埼玉県上尾市大字壱丁目１番地

取締役社長 竹 内 覚
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第１号議案 定款一部変更の件
１．変更の理由
本年３月に、ボルボ社の１００％子会社であるエヌエー株式
会社（以下「エヌエー」といいます。）が、当社普通株式及び
新株予約権に対し公開買付け（以下「本公開買付け」といい
ます。）を実施しました。その結果、エヌエーは、当社普通株
式２９４，５８５，７０５株（総株主の議決権の数に対する所有割合約
９６．１８％）及び新株予約権３，３００個を取得し、当社はボルボ社
の子会社となりました。
現在、トラック業界におきましては、日本のみならず世界
的な環境規制強化が見込まれております。そのため、当社と
いたしましても今後、相当規模の開発投資を余儀なくされま
すが、グローバル化に伴う企業競争の激化もあり、投資額に
見合った収益をあげていくことは、容易ではありません。
従いまして、当社が将来にわたって利益ある成長を遂げて
いくためには、ボルボグループから、財務上の支援を得ると
ともに、ボルボグループとの一体的な経営体制を確立し、迅
速な意思決定を下していくことが必要であると考えられます。
以上の理由により、当社は株主の皆様のご了解をいただい
たうえで、ボルボ社の完全子会社となるためにつぎの事項を
実施することを予定しております。
� 本議案における定款の変更により、本株主総会日現在
において発行済の当社普通株式（以下「現普通株式」と
いいます。）について、当社が株主総会の決議によってそ
の全部を取得することができる旨の定め（以下「全部取
得条項」といいます。）を付し、現普通株式を全て、全部
取得条項付種類株式（以下「全部取得条項付株式」とい
います。）といたします。
� 会社法第１７１条及び上記�による変更後の定款に基づ
き、本総会第２号議案の決議によって、株主の皆様（当
社を除きます。）から全部取得条項付株式の全部を取得さ
せていただきます。
③ 全部取得条項付株式の取得対価といたしましては、本
議案における定款の変更により、新たに設けられる普通
株式（以下「新普通株式」といいます。）とさせていただ
きます。
④ エヌエー以外の各株主の皆様に対して取得対価として
割り当てられる新普通株式の数は、１株未満の端数とな

株主総会参考書類

議案及び参考事項
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る予定です。また、割り当てられる新普通株式の数が１
株未満の端数となる株主の皆様に対しましては、会社法
第２３４条の定めに従い、最終的には現金が交付されるこ
とになります。

本議案は、上記事項を実施するために必要な定款変更を提
案させていただくものです。
当社の現普通株式に全部取得条項を付してこれを全部取得
条項付株式とし、かつ、当該全部取得条項に従い、当社が株
主総会の決議によって全部取得条項付株式の全部を取得する
場合において、全部取得条項付株式１株と引換えに、新普通
株式０．０００００００８１７株の割合をもって新普通株式を交付する旨
の定款の定めを設けるほか、所要の変更を行うものでありま
す。本議案が承認された場合には、当社の現普通株式は全て
全部取得条項付株式となります。また、新たに当社の発行す
る新普通株式の内容については、会社法第１０８条第２項各号
に定める事項の定めのない株式とする旨の規定を新設します。

２．変更の内容
変更の内容はつぎのとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）

現 行 定 款 変 更 案

（発行可能株式総数、単元株式数およ
び単元未満株券の不発行）

第７条 本会社の発行可能株式総数は
１５億１，８３３万８，０００株とし、こ
のうち１４億２，３３４万４，０００株は
普通株式、９，４９９万４，０００株は
優先株式とする。優先株式の
うち４，４１６万４，０００株は第�種
優先株式、４，４１６万４，０００株は
第�種優先株式、６６６万６，０００
株は第�種優先株式とする。

２ 本会社の普通株式および優先
株式の単元株式数は１，０００株
とする。

（発行可能株式総数、単元株式数およ
び単元未満株券の不発行）

第７条 本会社の発行可能株式総数は
１５億１，８３３万８，０００株とし、こ
のうち１４億２，３３４万３，０００株
は第７条の２に定める内容の
株式（以下「全部取得条項付
株式」という。）、１，０００株
は第７条の３に定める内容の
株式（以下「普通株式」とい
う。）、９，４９９万４，０００株は優先
株式とする。優先株式のうち
４，４１６万４，０００株は第�種優先
株式、４，４１６万４，０００株は第�
種優先株式、６６６万６，０００株は
第�種優先株式とする。

２ 本会社の全部取得条項付株式
および優先株式の単元株式数
は１，０００株とする。
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現 行 定 款 変 更 案

３ （記載省略）

（新 設）

（新 設）

３ （現行どおり）

（全部取得条項付株式）
第７条の２ 本会社が平成１９年８月２１

日現在において発行済の株式
（第�種優先株式、第�種優
先株式および第�種優先株式
を除く。）は、本会社が株主総
会の決議によってその全部を
取得できるものとする。

２ 本会社が全部取得条項付株式
の全部を取得する場合には、
その取得と引換えに、全部取
得条項付株式１株につき普通
株式０．０００００００８１７株の割合を
もって普通株式を交付する。

３ 本会社は、本会社の発行する
全部取得条項付株式について、
その内容として、会社法第１０８
条第２項第１号から第６号ま
で、第８号および第９号に定
める事項についての定めを設
けない。

（普通株式）
第７条の３ 本会社は、本会社の発行

する普通株式の内容として、
会社法第１０８条第２項各号に
定める事項についての定めを
設けない。

３．効力発生日
本議案にかかる定款変更の効力発生日は、平成１９年１０月１
日といたします。

第２号議案 全部取得条項付株式の取得に関する決定の件
１．全部取得条項付株式の全部を取得することを必要とする理由
本議案は、第１号議案１．変更の理由でご説明申しあげて
おりますとおり、ボルボグループとの一体的な経営体制を確
立し、迅速な意思決定を下していくことが必要であるため、
当社が全部取得条項付株式の全部を取得し、ボルボ社の完全
な傘下に入ることを提案するものです。

４― ―



２．全部取得条項付株式の取得の内容
� 全部取得条項付株式の取得と引換えに交付する取得対価
及びその割当てに関する事項
本議案は、会社法第１７１条及び第１号議案による変更後
の定款に基づき、当社が下記�に定める取得日前日の最終
の株主名簿（実質株主名簿を含みます。）に記載又は記録さ
れた株主の皆様（当社を除きます。）から全部取得条項付株
式を取得し、それと引換えにかかる株主の皆様の有する全
部取得条項付株式の数に応じて、取得対価を割り当てさせ
ていただくものです。当社が株主の皆様に交付する取得対
価は、第１号議案における定款の変更により新たに設けら
れる新普通株式といたします。また、エヌエー以外の各株
主の皆様に対しては１株未満の端数が割り当てられるよう
に、全部取得条項付株式１株につき、０．０００００００８１７株の割
合をもって新普通株式を交付します。
当社は、本議案が承認された場合に、株主の皆様に割り
当てられることとなる１株未満の端数の合計数（会社法第
２３４条第１項により、その合計数に１株に満たない端数が
ある場合には、当該端数は切り捨てられます。）に相当する
数の新普通株式を会社法第２３４条第２項に基づく裁判所の
許可を得たうえで、当社が買取ることを予定しております。
この場合の新普通株式の売却金額につきましては、必要と
なる裁判所の許可が予定どおり得られる場合には、各株主
の皆様が保有する全部取得条項付株式数に５４０円（本公開
買付けの際のエヌエーによる現普通株式の買付価格）を乗
じた金額に相当する金銭を各株主の皆様に対して交付でき
るような価格に設定することを予定しておりますが、裁判
所の許可が得られない場合や、計算上の端数調整が必要な
場合などにおいては、実際に交付される金額が上記金額と
異なる場合もあります。

� 取得日
全部取得条項付株式の取得日は、平成１９年１０月１日とい
たします。

� その他
本議案に定める全部取得条項付株式の取得は、第１号議
案に定める定款変更の効力が生ずることを条件として、効
力が生ずるものとします。なお、その他の必要事項につき
ましては、取締役会にご一任願いたいと存じます。

以 上

５― ―



メ モ 欄





西口商店街�

埼
玉
り
そ
な
銀
行
�

上
尾
駅
�

※�

西
口
駅
前
広
場
�

み
ず
ほ
�

銀
行
�

※　は株主総会会場行バス乗場�

上
尾
駅
�

西
口
�

至熊谷�

至
伊
奈
�

東
口
�

旧
中
山
道
�

至熊谷�

上尾警察署�

上尾市役所�

J
R
高
崎
線
�

県道川
越上尾

線�

GS

至上野�

至
川
越
�

産
業
道
路
�

駐車場�
㈱日弘�

上
尾
運
動
公
園
�

N

国
道
�17
号
線
�

上尾市愛宕町�
交 差 点�

至東京�
新大宮バイパス�
より合流�日産ディーゼル工業㈱�

本社�

三
菱
東
京
�

Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行
�

ラ
イ
オ
ン
ズ
�

�

タ
ワ
ー
上
尾
�

株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図

埼玉県上尾市大字壱丁目１番地

日産ディーゼル工業株式会社 本社会議室

交通機関
ＪＲ高崎線上尾駅西口より当
社送迎バスを運行しておりま
すのでご利用ください。

発車時刻
午前９時２０分 ９時４０分

（注）当社送迎バス乗場は上尾駅周
辺拡大図をご参照ください。

（注）株主総会終了後も上尾駅まで
運行いたします。


